
 

東京都市計画公園練馬第２・２・150号富士見台一丁目公園の都市計画の原案に関する 

意見書の要旨および区の見解について 

 

東京都市計画公園練馬第２・２・150号富士見台一丁目公園の原案については、下記

の日程で原案の縦覧および意見書の受付を行い、意見書が提出されました。 

提出された意見書の要旨とそれに対する区の見解は、以下のとおりです。 

 

○ 原案縦覧等 

 ・原案縦覧期間 ：令和７年12月22日から令和８年１月19日まで 

 ・意見書受付期間：同上 

 ・意見書提出数 ：４通（４名） 

 

 意見書の要旨 区の見解 

１ 整備内容について 

⑴子どものボール遊び等ができる公

園にしてほしい。インクルーシブ

なスペースもほしい。 

公園の整備にあたっては、計画検討の

段階から様々な機会を設けて、地域の皆

様からご意見を伺い、皆様に親しまれる

公園となるよう取り組んでいきます。 

なお、今回いただいたご意見について

も、整備の検討の際に、参考にさせてい

ただきます。 

 

⑵公園内には洋式トイレとベンチを

設置してほしい。 

⑶災害時の一時避難スペースとして 

活用できるようにしてほしい。 

⑷公園計画地南西角の交差点付近で 

過去に複数回交通事故が起きてい 

る。事故防止のため、交差点の見 

晴らし確保を考慮した整備として 

ほしい。 

公園の整備にあたっては、公園を利用

される方のみならず通行される方の安

全・安心に配慮した施設配置など、今後

ご意見を伺い整備内容を検討します。 

 

⑸隣接住宅との境界にはフェンスや 

一定の空間を設けてほしい。 

 

隣地境界に設置するフェンスや境界

周辺の空間の計画については、設計を進

める際、個別にご意見をお伺いしながら

検討する予定です。 

⑹富士見台一・二丁目には集会施設 

 がないため、地域のレクリエーシ 

ョン機能の充実の一環として設置 

してほしい。 

都市公園内に建築物を設置する場合、

公園敷地の２％以内に留めるなどの制

限もあり、公園内に集会施設を設置する

予定はありません。 

集会機能を担う地域施設は、公共施設

等総合管理計画において、「改修や改築



 

 意見書の要旨 区の見解 

等の機会をとらえて徐々に転換し、長期

的に、新たな地域施設として概ね中学校

区に１か所程度再配置することを目指

す」こととしています。当該地区内には

既に南田中地域集会所があることから、

現時点で集会施設を設置する考えはあ

りませんが、今回頂いた要望を庁内関係

部署と共有します。 

 

２ 周辺道路について 

⑴公園計画地西側の道路を大幅に拡

幅する計画があることについて、

住宅の立ち退きが必要か、公園以

外の部分はどうなるのか不明で不

安である。明確にしてほしい。 

 

公園西側の一般区道11-215号線につ

いては、都市計画道路を補完し、地区交

通の主要な動線となる「生活幹線道路」

(昭和63年決定)に位置付けられており、

将来は幅員12ｍ以上に拡幅される予定

です。事業化の際には拡幅する道路用地

の取得についてご協力をお願いするこ

ととなりますが、現時点において当該路

線の事業化の時期は未定です。 

公園整備の際には、練馬区まちづくり

条例の主旨を踏まえて、計画区域に接す

る道路は道路中心線から３ｍの位置ま

で拡幅し、今よりも安全な車両・歩行者

の通行を確保します。 

 

⑵公園計画地西側の区道は、千川通 

りへの抜け道となっているが、公園

計画地部分で１ｍ狭くなり、車両と

自転車のすれ違いで危険な状況で

ある。公園整備の際には計画地北側

と同じ幅員(現況５ｍ)まで車道を

拡幅してほしい。 

 

３ 公園名称について 

⑴公園名称には区の木や花の名前を

入れると親しみが持てるのでは。

名称は公募すると良い。 

公園名称は整備計画の進捗に合わせ

て地域の皆さんから公募を行い、名称案

等を検討していきます。 

 

４ 今後の予定について 

⑴公聴会以後の計画実施の時期や期

間を公表してほしい。 

 

 令和８年度から基本計画の検討を進

める予定です。その中でスケジュールを

お示ししていきます。 

 


